
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これだけは押さえておきたい！ 

人事労務の最新情報   
 

～弊社ブログに、下記情報のリンクを貼っています～ 

http://blog.goo.ne.jp/shinsou-assist 

 

■インフルエンザの流行シーズン入りについて/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/ 

 

■「社会保障･税一体改革成案」の具体化について議論/政府・与党 
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/index.html#seihu_yotou 
首相官邸ウェブサイト 
http://www.kantei.go.jp/jp/noda/actions/201112/05syakaihosyou.html 

 

■労働政策審議会建議「有期労働契約の在り方について」/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z0zl.html 

 

■平成 24 年度の雇用保険料率を告示～平成 23 年度から 0.2％引下

げ～/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020wyu.html 

 

■雇用保険の申請書等をインターネットで取得･作成/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken11.pdf 

 

■雇用保険被保険者資格喪失届（離職票交付あり）電子申請手順」/
厚労省 

http://shinsei.e-gov.go.jp/mhlw/manual_shinsei_20111228.pdf 
 

■報告案、職場のパワハラを定義／厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001yzy9.html 

 

■最低賃金ワン・ストップ無料相談のご案内（パンフレット）/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/shienjigyou/01.html 

 

■みんなのメンタルヘルス総合サイト_連載コラム第 3 回/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html 

 

■国内企業の約 3 分の 2 が後継者不在/帝国データバンク 
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p111206.html 

 

■企業の採用基準と学生のアピールポイントにギャップ/エン・ジャパン 
http://corp.en-japan.com/newsrelease/detail.php?id=702 

 

■職員の育児休業取得率など実施状況を公表/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/01/tp0110-1.html 

 

■「共働き」世帯が 5 割超／09 年度「全国家庭児童調査」/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001yivt.html 
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『 スラムダンク勝利学 』 辻 秀一 著 集英社インターナショナル \1,000+税 
 

［第 8章より］ 反省会をして、自分やチームの問題点や足りないところを山のように背負込んで試合

をしている選手たちがたくさんいますが、試合は足りない部分の自慢大会ではありません。試合という

のは自分や自分たちの良いところで勝負するものなのです。自分やチームの良いところがわかっていな

くて、どうやって勝負をしようというのでしょうか？ 
 

ご存じの方も多いと思いますが「スラムダンク」はバスケットボールのマンガです。そのマンガの中

に込められている貴重な考え方は、スポーツ指導書、さらには人生哲学書といっても過言ではないと筆

者は述べています。部下をまとめ、統率するときのヒントがたくさん含まれていますので、皆さんも参

考にしてみてください。 

 

 

『 部下指導に役立つ 』推薦書紹介！ 

 
2012 年 02 月号 発行者：人事マネジメント研究所 進創アシスト 代表 鷹取敏昭(社会保険労務士、人事労務&PDCA コンサルタント) 
【無断転載・無断複写禁止】                               E-mail：shinsou-assist@goo.jp 

企業の発展を願い 従業員の成長を願う その一歩一歩を応援します 

● パートタイマーなどの就業規則 ● 
  

●パートタイマーに適用される規則は？ 

パートタイマーなどの非正規雇用の従業員が増えてきています。それ

らの方々に適用される就業規則はどれなのかを確認しておくことは大切

です。まず、通常使われている就業規則は誰を対象としたものかを確認

してみましょう。正規従業員だけを対象としているのか、パートタイマ

ーも含んでいるのか。特に明記されていない場合は、パートタイマーも

対象に含まれると考えるのが原則です。 
 

●パートタイマー用 就業規則 
パートタイマーの比率が高くなってきた関係で、それらの者だけを対

象とした「パートタイマー就業規則」を作る会社が増えてきました。パ

ートタイマーの労働条件は正規従業員の条件とは異なりますので、明確

に区別しておくためです。特に、人事(採用･異動)，勤務時間，休暇，休

職，退職･定年，賃金や退職金などは大きく異なりますので、トラブルを

防ぐために正規従業員のものとは別にしておいた方がわかりやすいでし

ょう。 
 

●その他の就業規則 
パートタイマーの他に、契約従業員や嘱託従業員を対象にした就業規

則を作成している場合もあります。したがって、一口に就業規則といっ

ても、雇用形態別にいくつかの種類に分かれている場合がありますので、

管理職としてそれらを確認しておきましょう。 
 

職場の労務管理の基本 

人事マネジメントのワンポイントアドバイス 

◆  「部下に仕事を任せる～その２」（前月号から続く）  ◆ 
 

◆ 「放任」  

部下に仕事を任せるとしながら、「放任」状態なのは管理職の責

任の放棄です。責任を放棄しておきながら、部下がよい成果を上げ

られなかったら怒鳴って部下のせい（所為）にする管理職も中には

いますが、それは決してやってはいけないことです。部下に仕事を

任せて結果報告を受けるまでに、どの程度チェックや指導、助言を

行ったかを振り返ってみてください。全く行っていない場合「放任」

と指摘できるでしょう。 
 

◆ 過剰に口を出す  

反対に、過剰にチェックや指導をし過ぎるのも良くありません。

上司の指示を全て待つ部下になってしまい、部下に創意工夫の力が

つきません。適度に距離をおく必要があります。 
 

◆「部下に仕事を任せる」とは  

・部下の能力に応じて、任せる仕事（範囲）を示し 

・上司の期待する水準で成果が出るよう 

・必要に応じてチェックや指導、助言をしながら 

・上司の責任において見守る 

ことです。 


